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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排水トラップに設けられて排水トラップの内部に封水部を形成するためのトラップ封水
筒であって、トラップ封水筒は、湾曲自在な帯状部材の端部同士をあわせることで形成さ
れた筒体部と、該筒体部の上部に設けられて帯状部材の上部の形状を保持させる上枠と、
筒体部の下部に設けられて帯状部材の下部の形状を保持させる下枠と、からなり、筒体部
と上枠と下枠とは分解可能に構成され、分解したときには筒体部が帯形状に展開可能とし
て成ることを特徴とするトラップ封水筒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室の排水口等に設置される排水トラップの内部に設けられるトラップ封水
筒に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、浴室の排水口等には、臭気の逆流や虫等の侵入を防止するために、排水トラ
ップを設けてある。この排水トラップは、有底円筒状をした排水トラップ本体内の封水中
に、トラップ封水筒の下端部を浸漬するようにしてトラップ封水筒を設け、この排水トラ
ップ封水筒内に封水部を形成することで、臭気の逆流や虫等の侵入を防止するものである
。
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【０００３】
　ところで、この排水トラップにおけるトラップ封水筒は、排水して汚れた水を封水とし
て使用し、この排水に常に浸漬し続けられるものであるため、カビやヌメリが発生し易く
なっており、定期的に手入れが必要である。しかし、一方で、このトラップ封水筒は、そ
の内径が小さくなっており、しかも、上下に長く形成されているため、トラップ排水筒の
カビやヌメリを除去するに当たって、この円筒内に手を入れてヌメリを除去する方法では
、細部までカビやヌメリを除去することができなかったり、手入れに時間がかかってしま
っていたりしていた。
【０００４】
　そこで、その問題を解決するものとして、例えば、特許文献１に示すものが知られてい
る。この特許文献１に示す排水トラップは、排水トラップ本体内部のトラップ封水筒を上
下に２分割するように構成して、トラップ封水筒の手入れを容易にできるようにしたもの
である。
【特許文献１】特開２００７－４６４２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような上下に２分割したトラップ封水筒であっても、トラップ封水
筒の内径は短く形成されているため、このトラップ封水筒の内周面を清掃しようとした場
合には、依然として手が入りにくい。そのため、このトラップ排水筒内に手を入れて清掃
した場合には、カビやヌメリが手に付着してしまうことがあり、非常に不快であるばかり
か、筒内周面の湾曲した曲面に対しては、力を入れて清掃しづらいため、強固に付着した
汚れは除去ができないものであった。
【０００６】
　本発明は、上記従来の問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、排
水トラップの内部に装着されるトラップ排水筒の内周面に付着した汚れを除去するに当た
って、この汚れを容易に且つ確実に除去することができるトラップ封水筒を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために請求項１に係る発明にあっては、排水トラップ１に設けられ
て排水トラップ１の内部に封水部を形成するためのトラップ封水筒２であって、トラップ
封水筒２は、湾曲自在な帯状部材３１の端部同士をあわせることで形成された筒体部３と
、該筒体部３の上部に設けられて帯状部材３１の上部の形状を保持させる上枠４と、筒体
部３の下部に設けられて帯状部材３１の下部の形状を保持させる下枠５と、からなり、筒
体部３と上枠４と下枠５とは分解可能に構成され、分解したときには筒体部３が帯形状に
展開可能として成ることを特徴とするものである。
【０００８】
　このように構成したことで、トラップ封水筒２を清掃するに当たって、筒体部３と上枠
４と下枠５とに分解することができ、しかも、この筒体部３は、帯形状に展開して平面に
おいて清掃することができるから、筒体部３の強固に付着した汚れに対しても力を入れて
清掃することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、簡単にトラップ封水筒を分解して、筒体部を帯形状に展開することが
できるから、トラップ封水筒の内周面を清掃するに当たって、筒内部に手を挿通するとい
う不快な作業をする必要がなく、カビやヌメリといった汚れが不意に手に付着することも
なくなる。その結果、汚れ易いトラップ封水筒を綺麗に保つことができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
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　以下、本発明について添付図面に基づいて説明する。
【００１１】
　本発明の一実施例として、浴室ユニットの洗い場床パンに設けられた排水トラップに基
づいて、本発明のトラップ封水筒を説明する。
【００１２】
　本実施形態の浴室ユニットは、浴槽を設置する浴槽用床パンと洗い場床パン８で構成さ
れる床パンの周囲に、壁パネル及びドアを有する出入り口枠とを立設し、壁パネル及び出
入り口枠で囲まれた部分の上端部に天井パネルを配設して構成してある。この洗い場床パ
ン８には、排水が流れ込む排水トラップ１が設置されている。
【００１３】
　この排水トラップ１は、図４に示すように、外枠をなす排水トラップ本体９と、排水ト
ラップ本体９の略中央に設けられたトラップ封水筒２と、排水トラップ本体９上部の開口
縁に設けられたリング材６と、リング材６の内側に嵌合して配置され、内壁にネジ溝が設
けてある筒状のフランジ７と、リング材６とフランジ７との間に介装され、リング材６と
フランジ７とを密閉させる役割を有するパッキンＡと、で構成されている。
【００１４】
　このトラップ封水筒２は、図１及び図３に示すように、トラップ封水筒２の主体を成す
筒体部３と、筒体部３の上部に設けられた上枠４と、筒体部３の下部に設けられた下枠５
とから構成されている。
【００１５】
　上枠４は、上枠４の上端に設けられた平面視環状の縁部４１と、その縁部４１から下方
に行く程開口の径が徐々に小さくなる絞り部４２と、その絞り部４２の下方端部から垂下
して設けられた筒状の上枠下端部４３とで構成されている。この縁部４１、絞り部４２並
びに上枠下端部４３は連続して設けられており、本実施形態では、通常の応力では変形し
ない硬質材としてのＡＢＳ樹脂により一体的に成形されている。また、上枠下端部４３の
下端面には、溝状の上枠嵌合部４４が下面視リング状を成して形成されている。
【００１６】
　下枠５は、平面視リング状をなす形状によって形成されており、上枠４と同様に、通常
の応力では変形しない硬質材としてのＡＢＳ樹脂により成形されている。この下枠５の上
端面には、下枠嵌合部５１が平面視リング状に形成されている。
【００１７】
　筒体部３は、帯状部材３１の長手方向の端部同士を突きあわせて円筒形状を形成するこ
とで主体が構成されている。この帯状部材３１は、湾曲自在な軟質材によって形成されて
おり、本実施形態においては、可撓性を有するＣＲゴムによって形成されている。この帯
状部材３１の上端は、上枠４の下端面に形成された上枠嵌合部４４に嵌合することで、筒
体部３の上部の形状が保持されると共に、帯状部材３１の下端を、下枠５の上端面に設け
られた下枠嵌合部５１に嵌合することで、筒体部３の下部の形状が保持されるようになっ
ており、このように上枠４及び下枠５により筒体部３の形状が保持されることにより、筒
体部３を成す帯状部材３１の長手方向の端部同士がぴったり当接し、隙間の無いように形
成されている。
【００１８】
　このようにして形成されたトラップ封水筒２は、筒体部３の上端に上枠４を、筒体部３
の下端に下枠５を、嵌め込むことで全体を形成しているから、簡単に筒体部３と上枠４と
下枠５とに分解することができる。さらに言えば、筒体部３は湾曲自在な軟質材によって
形成されているから、分解したときには、筒体部３を簡単に押し広げることができ、つま
り、容易に帯形状に展開が可能となっている（図２参照）。
【００１９】
　このようなトラップ排水筒２は、トラップ封水筒２を清掃するに当たって、筒体部３と
上枠４と下枠５とに分解することができ、しかも、この筒体部３は上述のように、帯形状
に展開して平面において清掃することができるから、筒体部３の強固に付着した汚れに対
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しても力を入れて清掃することができる。
【００２０】
　本実施形態におけるトラップ封水筒２は、上記のように排水トラップ本体９の中央に挿
通して設置される。
【００２１】
　排水トラップ本体９は、図４に示すように、排水の流入口９１を有するフランジ７の下
端を挿通する流入口用開口が設けられており、側方に排水の流出口９２を有している。洗
い場床パン８の排水溝８１の底部と接続した流入口９１を有するフランジ７が取り付けら
れるこの流入口用開口が、排水トラップ本体９への入り口となっている。排水トラップ本
体９の流出口９２は、排水管の端部に接続し、排水トラップ本体９からの排水の出口とな
っている。また、排水トラップ本体９内には、流入口９１の下方に滞留槽部９３を設けて
あり、滞留槽部９３の外壁をなす周壁９３ａと同じ高さの排水が、滞留槽部９３に溜まる
ようになっている。
【００２２】
　このような排水トラップ本体９の開口縁にリング材６を設置し、その後、パッキンＡを
配設した排水溝８１の開口縁を、このリング材６と、フランジ７の流入口９１の外縁の鍔
部とで挟持するようにして、リング材６の内側に嵌合してフランジ７が設置されている。
【００２３】
　そして、排水トラップ本体９に設置されたフランジ７の上部から、本発明のトラップ封
水筒２が挿通して設置される。図４に示すように、トラップ封水筒２の上端にある縁部４
１はフランジ７に設けられたネジ溝に沿って螺合され、トラップ封水筒２は排水トラップ
本体９内部と着脱自在に設けられている。トラップ封水筒２の縁部４１と排水トラップ本
体９のフランジ７との接点にはその間にパッキンＢが設けられ、密閉状態が維持されてい
る。
【００２４】
　そして、トラップ封水筒２の下端が周壁９３ａの上端より下方で、且つ、滞留槽部９３
の底面より上方に位置するようになっている。滞留槽部９３内にトラップ封水筒２をこの
ように配置することにより、滞留槽部９３内に滞留する排水を封水部とし、この封水部に
よって排水トラップ本体９の流入口９１と流出口９２とを分断することができる。これに
より流出口９２を通って排水トラップ本体９内に入ってくる排水管からの臭気を、滞留槽
部９３内に滞留する排水により形成された封水部によって遮断し、臭気が流入口を通って
室内に洩れ出さないようにすることができる。
【００２５】
　以上、本発明の一実施例として、浴室ユニットの洗い場床パン８に設けられた排水トラ
ップ１に基づいて、本発明のトラップ封水筒を説明したが、本発明のトラップ封水筒は、
浴室ユニットに限定されず、排水トラップの設けられるものであれば、すべてにおいて適
用することができる。
【００２６】
　なお、本実施形態のトラップ封水筒２の材質は上記のものに限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態のトラップ封水筒の斜視図であり、（ａ）は上枠の斜視図で
あり、（ｂ）は筒体部の斜視図であり、（ｃ）は下枠の斜視図である。
【図２】同上の筒体部を展開した状態の斜視図である。
【図３】同上のトラップ封水筒であり（ａ）は側面図であり（ｂ）は要部断面図である。
【図４】同上の排水トラップの側断面図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　　　排水トラップ
　２　　　トラップ封水筒
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　３　　　筒体部
　３１　　帯状部材
　４　　　上枠
　４１　　縁部
　４２　　絞り部
　４３　　上枠下端部
　４４　　上枠嵌合部
　５　　　下枠
　５１　　下枠嵌合部

【図１】 【図２】
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